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地方税法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）の一部改正 新旧対照表

改 正 後 改 正 前

第２章 道府県民税 第２章 道府県民税

第１節 通則 第１節 通則

第１ 納税義務者 第１ 納税義務者

３ 法人の道府県民税の課税については、次の諸点に留意すること。 ３ 法人の道府県民税の課税については、次の諸点に留意すること。

（１） 外国法人の事務所又は事業所は、法人税法第２条第１２号の１８に規定す （１） 外国法人について令第７条の３の５に規定する場合の具体的認定に当たっ

る恒久的施設とすること。 ては事業税にならうべきものとすること。（法２４③）

なお、租税に関する二重課税防止のための条約の恒久的施設に関する規定が道 なお、租税に関する二重課税防止のための条約の恒久的施設に関する規定が道

府県民税に適用される場合において、当該恒久的施設の範囲が法人税法第２条第 府県民税に適用される場合において、当該恒久的施設の範囲が令第７条の３の５

１２号の１８の規定 と異なるときは、当該条約において恒久的施設と 第１項及び第２項に掲げる場所と異なるときは、当該条約において恒久的施設と

された場所をもつて外国法人に係る事務所又は事業所とすることとされているの された場所をもつて外国法人に係る事務所又は事業所とすることとされているの

で留意すること。（法２４③ ） で留意すること。（令７の３の５③）

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略

第３節 法人の道府県民税 第３節 法人の道府県民税

４７ 内国法人又は外国法人が外国において外国の法人税等（外国法人にあっては、 ４７ 内国法人又は外国法人が外国において外国の法人税等

法人税法第１３８条第１項第１号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課

されたものに限る。）を課された場合には、当該外国において課された外国の法人 を課された場合には、当該外国において課された外国の法人

税等の額のうち、法人税法第６９条第１項の控除限度額若しくは同法第１４４条の 税等の額のうち、法人税法第６９条第１項の控除限度額

２第１項の控除限度額又は同法第８１条の１５第１項の連結控除限度個別帰属額及 又は同法第８１条の１５第１項の連結控除限度個別帰属額及

び法人税法施行令第１４２条の３の地方法人税の控除限度額又は同令第１５５条の び法人税法施行令第１４２条の３の地方法人税の控除限度額又は同令第１５５条の

３０の地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額を超える額があるときは、令第９ ３０の地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額を超える額があるときは、令第９
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条の７第６項の規定により計算した道府県民税の控除限度額以内の額について法人 条の７第６項の規定により計算した道府県民税の控除限度額以内の額について法人

税割額（外国法人にあっては、法人税法第１４１条第１号イに掲げる国内源泉所得 税割額

に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。）から税額控除が認められ から税額控除が認められ

ているものであるが、その運用に当たっては、次の諸点に留意すること。（法５３ ているものであるが、その運用に当たっては、次の諸点に留意すること。（法５３

㉔） ㉔）

（１） 「外国の法人税等」とは、おおむね、外国の法令に基づき外国又はその地 （１） 「外国の法人税等」とは、おおむね、外国の法令に基づき外国又はその地

方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税をいうものであるが、 方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税をいうものであるが、

その範囲については法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第１４１条に規 その範囲については法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第１４１条に規

定するところによるものであり、控除の対象となる外国の法人税等の額は法人税 定するところによるものであり、控除の対象となる外国の法人税等の額は法人税

法第６９条第１項に規定する控除対象外国法人税の額若しくは同法第１４４条の 法第６９条第１項に規定する控除対象外国法人税の額

２第１項に規定する控除対象外国法人税の額又は同法第８１条の１５第１項に規 又は同法第８１条の１５第１項に規

定する個別控除対象外国法人税の額の計算の例によるものであること。（令９の 定する個別控除対象外国法人税の額の計算の例によるものであること。（令９の

７①） ７①）

なお、内国法人が、租税特別措置法第６６条の６第１項、第６６条の９の２第 なお、内国法人が、租税特別措置法第６６条の６第１項、第６６条の９の２第

１項、第６８条の９０第１項若しくは第６８条の９３の２第１項の規定により特 １項、第６８条の９０第１項若しくは第６８条の９３の２第１項の規定により特

定外国子会社等又は特定外国法人に係る課税対象金額を当該事業年度の所得又は 定外国子会社等又は特定外国法人に係る課税対象金額を当該事業年度の所得又は

当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入した場合に令第９ 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入した場合に令第９

条の７第３項の規定によって外国の法人税等とみなされる額も外国の法人税等の 条の７第３項の規定によって外国の法人税等とみなされる額も外国の法人税等の

額に含まれるものであること。（令９の７③） 額に含まれるものであること。（令９の７③）

（２） 道府県民税の法人税割から控除することができる外国の法人税等の額は、 （２） 道府県民税の法人税割から控除することができる外国の法人税等の額は、

当該外国の法人税等の額のうち、法人税法第６９条第１項の控除限度額若しくは 当該外国の法人税等の額のうち、法人税法第６９条第１項の控除限度額

同法第１４４条の２第１項に規定する控除限度額又は同法第８１条の１５第１項 又は同法第８１条の１５第１項

の連結控除限度個別帰属額及び法人税法施行令第１４２条の３の地方法人税の控 の連結控除限度個別帰属額及び法人税法施行令第１４２条の３の地方法人税の控

除限度額又は同令第１５５条の３０の地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額 除限度額又は同令第１５５条の３０の地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額

を超える額のうち道府県民税の控除限度額以内の額に限られるものであること。 を超える額のうち道府県民税の控除限度額以内の額に限られるものであること。

したがって、法人税において、当該外国の法人税等の額の税額控除が行われた結 したがって、法人税において、当該外国の法人税等の額の税額控除が行われた結
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果全額法人税額及び地方法人税額から控除することができる場合には、道府県民 果全額法人税額及び地方法人税額から控除することができる場合には、道府県民

税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額はないものであるから留意す 税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額はないものであるから留意す

ること。 ること。

なお、各事業年度又は各連結事業年度において道府県民税の控除余裕額を生じ なお、各事業年度又は各連結事業年度において道府県民税の控除余裕額を生じ

た場合は、当該事業年度若しくは連結事業年度の開始の日前３年以内に開始した た場合は、当該事業年度若しくは連結事業年度の開始の日前３年以内に開始した

各事業年度若しくは各連結事業年度（以下（２）において「前３年以内の各事業 各事業年度若しくは各連結事業年度（以下（２）において「前３年以内の各事業

年度又は各連結事業年度」という。）における控除限度額を超える外国税額のう 年度又は各連結事業年度」という。）における控除限度額を超える外国税額のう

ち令第９条の７第２項に規定する額を当該事業年度又は連結事業年度において課 ち令第９条の７第２項に規定する額を当該事業年度又は連結事業年度において課

された外国の法人税等の額とみなし、当該事業年度又は連結事業年度へ繰り越し された外国の法人税等の額とみなし、当該事業年度又は連結事業年度へ繰り越し

て外国の法人税等の額を控除することとされているものであること。（令９の７ て外国の法人税等の額を控除することとされているものであること。（令９の７

②） ②）

また、各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が また、各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が

当該事業年度又は連結事業年度の国税、道府県民税及び市町村民税の控除限度額 当該事業年度又は連結事業年度の国税、道府県民税及び市町村民税の控除限度額

の合計額を超える場合は、前３年以内の各事業年度又は各連結事業年度における の合計額を超える場合は、前３年以内の各事業年度又は各連結事業年度における

道府県民税の控除余裕額のうち令第９条の７第７項に規定する額を当該事業年度 道府県民税の控除余裕額のうち令第９条の７第７項に規定する額を当該事業年度

分又は連結事業年度分の道府県民税の控除限度額に加算して外国の法人税等の額 分又は連結事業年度分の道府県民税の控除限度額に加算して外国の法人税等の額

を控除することとされているものであること。（令９の７⑦） を控除することとされているものであること。（令９の７⑦）

なお、次に掲げる事業年度又は連結事業年度における控除限度額を超える外国 なお、次に掲げる事業年度又は連結事業年度における控除限度額を超える外国

税額及び道府県民税の控除余裕額は、前３年以内の各事業年度又は各連結事業年 税額及び道府県民税の控除余裕額は、前３年以内の各事業年度又は各連結事業年

度における控除限度額を超える外国税額及び道府県民税の控除余裕額に含まれな 度における控除限度額を超える外国税額及び道府県民税の控除余裕額に含まれな

いものであること。 いものであること。

ア及びイ 略 ア及びイ 略

（３） 内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資（以下（３ （３） 内国法人 が適格合併、適格分割又は適格現物出資（以下（３

）及び（５）において「適格合併等」という。）により被合併法人、分割法人又 ）及び（５）において「適格合併等」という。）により被合併法人、分割法人又

は現物出資法人（（５）において「被合併法人等」という。）から事業の全部又 は現物出資法人（（５）において「被合併法人等」という。）から事業の全部又

は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人 の当該適格合併等の
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日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度にお 日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度にお

いては、次に掲げる適格合併等の区分に応じ次に定める金額は、当該内国法人又 いては、次に掲げる適格合併等の区分に応じ次に定める金額は、当該内国法人

は外国法人の当該事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内に開始した各事 の当該事業年度又は連結事業年度開始の日前３年以内に開始した各事

業年度又は各連結事業年度（（５）において「前３年内事業年度等」という。） 業年度又は各連結事業年度（（５）において「前３年内事業年度等」という。）

の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。（令９の７⑧～⑰） の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。（令９の７⑧～⑰）

ア 略 ア 略

イ 適格分割又は適格現物出資（以下イ及び（５）イにおいて「適格分割等」と イ 適格分割又は適格現物出資（以下イ及び（５）イにおいて「適格分割等」と

いう。） 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人（（５）イにおい いう。） 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人（（５）イにおい

て「分割法人等」という。）の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結 て「分割法人等」という。）の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結

事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度の控除 事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度の控除

限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内 限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内

国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額 国法人 が移転を受けた事業に係る部分の金額

（４） 外国の法人税等の額のうち、道府県民税の法人税割の額を超えるため控除 （４） 外国の法人税等の額のうち、道府県民税の法人税割の額を超えるため控除

することができなかった額（以下（４）及び（５）において「控除未済外国法人 することができなかった額（以下（４）及び（５）において「控除未済外国法人

税等額」という。）があるときは、法人税と異なり、当該控除未済外国法人税等 税等額」という。）があるときは、法人税と異なり、当該控除未済外国法人税等

額はこれを還付することなく、その額を３年間に限って繰越控除するものである 額はこれを還付することなく、その額を３年間に限って繰越控除するものである

こと。（令９の７⑲） こと。（令９の７㉒）

（５） 略 （５） 略

５０ 法人税割の課税標準である法人税額とは、内国法人にあっては次に掲げる事項 ５０ 法人税割の課税標準である法人税額（法人税法第８１条の１９第１項（同法第

の適用前の法人税額（法人税法第８１条の１９第１項（同法第８１条の２０第１項 ８１条の２０第１項の規定が適用される場合を含む。）及び第８１条の２２第１項

の規定が適用される場合を含む。）及び第８１条の２２第１項の規定による申告書 の規定による申告書に係る法人税額を除く。）とは、次に掲げる事項の適用前のも

に係る法人税額を除く。）を、外国法人にあっては恒久的施設帰属所得及び恒久的 の

施設非帰属所得の区分ごとの次に掲げる事項の適用前の法人税額をいうものであり をいうものであり

、したがって法人が現実に納付すべき法人税額と異なる場合のあることに留意する 、したがって法人が現実に納付すべき法人税額と異なる場合のあることに留意する

こと。（法２３①Ⅳ） こと。（法２３①Ⅳ）

（１） 法人税額からの利子及び配当等に係る所得税額の控除（法人税法６８・１ （１） 法人税額からの利子及び配当等に係る所得税額の控除（法人税法６８・１
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４４、措置法３の３⑤・６③・８の３⑤・９の２④ ・４１の９④・４ ４４、措置法３の３⑤・６③・８の３⑤・９の２④・９の６⑥・４１の９④・４

１の１２④・４１の１２の２⑦・４２②） １の１２④・４１の１２の２⑦・４２②）

（２）～（13） 略 （２）～（13） 略

５３の３ 法人が法人税法第８０条又は第１４４条の１３ ５３の３ 法人税法第８０条（同法第１４５条において準用する場合を含む。

の規定によって法人税額について欠損金の繰戻しによる還付を受けた場合又は同 ）の規定によって法人税額について欠損金の繰戻しによる還付を受けた場合又は同

法第８１条の３１の規定により還付を受ける金額のうち当該法人に帰せられる金額 法第８１条の３１の規定により還付を受ける金額のうち当該法人に帰せられる金額

がある場合においては、法人の道府県民税については、これらの制度をとらず、内 がある場合においては、法人の道府県民税については、これらの制度をとらず、控

国法人にあっては、内国法人の控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税 除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額を９年間に限って法人税割の課

額を法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、外国法人にあ 税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から

っては、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額を恒久的施設

帰属所得に対する法人税額から、外国法人の恒久的施設非帰属所得に対する控除対

象還付法人税額を恒久的施設非帰属所得に対する法人税額から、それぞれ９年間に

限って控除することとしているのであるが、これは地方団体の財政規模が一般的に 控除することとしているのであるが、これは地方団体の財政規模が一般的に

小さいために損失の生じた年度において税収入の減少に加えて多額の還付金を生ず 小さいために損失の生じた年度において税収入の減少に加えて多額の還付金を生ず

ることが、その地方団体の財政運営に支障をきたすものと考えられたことによるも ることが、その地方団体の財政運営に支障をきたすものと考えられたことによるも

のであること。（法５３⑫・⑮） のであること。（法５３⑫・⑮）

なお、この場合において次の諸点に留意すること。 なお、この場合において次の諸点に留意すること。

（１） 適格合併等が行われた場合において、被合併法人等について内国法人の控 （１） 適格合併等が行われた場合において、被合併法人等について控除対象還付

除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税 法人税額

額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に対する控除対象還付法人税額（当 （当

該適格合併等の日前９年以内に開始した事業年度に係る当該内国法人の控除対象 該適格合併等の日前９年以内に開始した事業年度に係る当該控除対象還付法人税

還付法人税額、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額 額

又は当該外国法人の恒久的施設非帰属所得に対する控除対象還付法人税額のうち のうち

、被合併法人等において繰越控除された金額を控除した金額に限る。）又は控除 、被合併法人等において繰越控除された金額を控除した金額に限る。）又は控除

対象個別帰属還付税額（当該適格合併等の日前９年以内に開始した連結事業年度 対象個別帰属還付税額（当該適格合併等の日前９年以内に開始した連結事業年度

に係る控除対象個別帰属還付税額のうち、被合併法人等において繰越控除された に係る控除対象個別帰属還付税額のうち、被合併法人等において繰越控除された
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金額を控除した金額に限る。）があるときは、当該内国法人の控除対象還付法人 金額を控除した金額に限る。）があるときは、当該控除対象還付法人税額

税額、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは

当該外国法人の恒久的施設非帰属所得に対する控除対象還付法人税額又は控除対 又は控除対

象個別帰属還付税額は、合併法人等の道府県民税について、内国法人にあっては 象個別帰属還付税額は、合併法人等の道府県民税の法人税割の課税標準である法

、内国法人の控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額を法人税割の 人税額又は個別帰属法人税額から

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、外国法人にあっては、外国

法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額を恒久的施設帰属所得に

対する法人税額から、外国法人の恒久的施設非帰属所得に対する控除対象還付法

人税額を恒久的施設非帰属所得に対する法人税額から、それぞれ繰越控除するも 繰越控除するも

のであること。（法５３⑬・⑯） のであること。（法５３⑬・⑯）

（２） 内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る （２） 控除対象還付法人税額

控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に対する控除対象還

付法人税額にあっては、当該内国法人の控除対象還付法人税額、当該外国法人の にあっては、当該控除対象還付法人税額

恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は当該外国法人の恒久的施設

非帰属所得に対する控除対象還付法人税額の計算の基礎となった欠損金額に係る の計算の基礎となった欠損金額に係る

事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場 事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場

合に限り、控除対象個別帰属還付税額にあっては、当該控除対象個別帰属還付税 合に限り、控除対象個別帰属還付税額にあっては、当該控除対象個別帰属還付税

額の計算の基礎となった連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して 額の計算の基礎となった連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して

法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、内国法人にあっては 法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合に限り、法人税割の課税標準

、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、外国法人にあ となる法人税額又は個別帰属法人税額から

っては、恒久的施設帰属所得に対する法人税額又は恒久的施設非帰属所得に対す

る法人税額から、それぞれ控除することができるものであること。（法５３⑭・ 控除することができるものであること。（法５３⑭・

⑰） ⑰）

（３） 仮決算に係る中間申告書に係る法人税割の課税標準となる法人税額から控 （３） 仮決算に係る中間申告書に係る法人税割の課税標準となる法人税額から控

除した内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る 除した控除対象還付法人税額

控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に対する控除対
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象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額は、確定申告に係る法人税割の課 又は控除対象個別帰属還付税額は、確定申告に係る法人税割の課

税標準である法人税額からも控除するものであることに留意すること。 税標準である法人税額からも控除するものであることに留意すること。

５４ ５３、５３の２及び５３の３の場合の控除限度額は、次に掲げる区分に応じ、 ５４ ５３、５３の２及び５３の３の場合の控除限度額は、当該法人税額について租

それぞれ次に定める額とすること。（法５３⑤・⑨・⑫・⑮、法附則８②、令８の 税特別措置法第４２の４第１１項、第４２条の５第５項、第４２条の６第１２項、

１３・８の１７・８の２０・８の２３、令附則５の２③） 第４２条の９第４項、第４２条の１０第５項、第４２条の１１第５項、第４２条の

（１） 連結申告法人以外の内国法人 法人税割の課税標準である法人税額につい １２の３第５項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第８項又は第６３

て租税特別措置法第４２の４第１１項、第４２条の５第５項、第４２条の６第１ 条第１項の規定により加算された金額がある場合には、当該法人税額から当該加算

２項、第４２条の９第４項、第４２条の１０第５項、第４２条の１１第５項、第 された金額を控除した額とするものであり、当該個別帰属法人税額について個別帰

４２条の１２の３第５項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第８項 属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属法人税額から当該個別帰属特

又は第６３条第１項の規定により加算された金額がある場合には、当該法人税額 別控除取戻税額等を控除した額とするものであること。（法５３⑤・⑨・⑫・⑮、

から当該加算された金額を控除した額 法附則８②、令８の１３・８の１７・８の２０・８の２３、令附則５の２③）

（２） 連結申告法人 個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等が

ある場合には、当該個別帰属法人税額から当該個別帰属特別控除取戻税額等を控

除した額

（３） 恒久的施設帰属所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 法人税割

の課税標準である法人税法第１４１条第１号イに掲げる国内源泉所得に対する法

人税額について租税特別措置法第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第

８項又は第６３条第１項の規定により加算された金額がある場合には、当該法人

税額から当該加算された金額を控除した額

（４） 恒久的施設非帰属所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 法人税

割の課税標準である法人税法第１４１条第１号ロに掲げる国内源泉所得に対する

法人税額について租税特別措置法第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは

第８項又は第６３条第１項の規定により加算された金額がある場合には、当該法

人税額から当該加算された金額を控除した額

５４の２ 控除対象個別帰属調整額、控除対象個別帰属税額、内国法人の控除対象還 ５４の２ 控除対象個別帰属調整額、控除対象個別帰属税額、控除対象還付法人税額
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付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額及び外国 及び

法人の恒久的施設非帰属所得に対する控除対象還付法人税額並びに控除対象個別帰 控除対象個別帰

属還付税額の控除の順序については、まず控除対象個別帰属調整額及び控除対象個 属還付税額の控除の順序については、まず控除対象個別帰属調整額及び控除対象個

別帰属税額を控除し、次に内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施 別帰属税額を控除し、次に控除対象還付法人税額及び

設帰属所得に係る控除対象還付法人税額及び外国法人の恒久的施設非帰属所得に対

する控除対象還付法人税額並びに控除対象個別帰属還付税額を控除するものである 控除対象個別帰属還付税額を控除するものである

こと。（法５３⑱） こと。（法５３⑱）

５５ 法人税法第８１条の２４第１項の規定により連結親法人の申告期限が延長され ５５ 法人税法第８１条の２４第１項の規定により連結親法人の申告期限が延長され

た場合には、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の申告期 た場合には、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の申告期

限は連結親法人の申告期限と同じであるから（法５３④）、連結子法人の申告期限 限は連結親法人の申告期限と同じであるから（法５３④）、連結子法人の申告期限

も同様に延長されるものであること。また、次に掲げる場合には、連結子法人につ も同様に延長されるものであること。また、次に掲げる場合には、連結子法人につ

いても都道府県知事に届出が必要であることに留意すること。（法５３㊴） いても都道府県知事に届出が必要であることに留意すること。（法５３㊺）

（１）～（４） 略 （１）～（４） 略

第３章 事業税 第３章 事業税

第１節 通則 第１節 通則

第１ 納税義務及び納税義務者 第１ 納税義務及び納税義務者

１の４ 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所（以下本章において「事務 １の４ 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所（以下本章において「事務

所等」という。）を有しない個人の行う事業に対しては、当該法人又は個人が国内 所等」という。）を有しない個人の行う事業に対しては、当該法人又は個人が国内

に恒久的施設（令第１０条に規定する場所 をいう。以下本章において同じ。 に恒久的施設（令第７条の３の５に規定する場所をいう。以下本章において同じ。

）を有する場合に限り、事業税を課することができるものであること。（法７２の ）を有する場合に限り、事業税を課することができるものであること。（法７２の

２⑥ ） ２⑤、令１０の２）

第２節 法人事業税 第２節 法人事業税

第４ 課税標準の算定 第４ 課税標準の算定
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２ 報酬給与額の算定 ２ 報酬給与額の算定

４の２の４ ４の２の３本文にかかわらず、内国法人が外国において勤務する役員又 ４の２の４ ４の２の３本文にかかわらず、内国法人が外国において勤務する役員又

は使用人に対して支払う給与は、当該役員又は使用人が所得税法に規定する非居住 は使用人に対して支払う給与は、当該役員又は使用人が所得税法に規定する非居住

者であっても、報酬給与額となるものであること。この場合において、実費弁償の 者であっても、報酬給与額となるものであること。この場合において、実費弁償の

性格を有する手当等を支給しているときは、当該手当等の額は、報酬給与額に含め 性格を有する手当等を支給しているときは、当該手当等の額は、報酬給与額に含め

ないものとすること。 ないものとすること。

なお、当該役員又は使用人が外国で勤務する場所が恒久的施設に相当するものに なお、当該役員又は使用人が外国で勤務する場所が恒久的施設 に

該当する場合には、当該給与は、当該法人の外国の事業に帰属する報酬給与額とな 該当する場合には、当該給与は、当該法人の外国の事業に帰属する報酬給与額とな

るものであること。 るものであること。

４の２の６ 法人が役員又は使用人のために給付する金銭以外の物又は権利その他経 ４の２の６ 法人が役員又は使用人のために給付する金銭以外の物又は権利その他経

済的利益の取扱いについては、次の諸点に留意すること。（法７２の１５①Ⅰ） 済的利益の取扱いについては、次の諸点に留意すること。（法７２の１５①Ⅰ）

（１） 略 （１） 略

（２） 法人が賃借している土地又は家屋を当該法人の役員又は使用人に社宅等と （２） 法人が賃借している土地又は家屋を当該法人の役員又は使用人に社宅等と

して賃貸している場合の当該社宅等に係る賃借料については、４の４の９（１） して賃貸している場合の当該社宅等に係る賃借料については、４の４の８（１）

において支払賃借料又は受取賃借料とされていることから、４の２の６（１）に において支払賃借料又は受取賃借料とされていることから、４の２の６（１）に

かかわらず、所得税において給与所得又は退職所得として課税される場合であっ かかわらず、所得税において給与所得又は退職所得として課税される場合であっ

ても、報酬給与額には含めないものとすること。 ても、報酬給与額には含めないものとすること。

４の２の９ 法人が役員又は使用人のために支出する掛金等のうち報酬給与額となる ４の２の９ 法人が役員又は使用人のために支出する掛金等のうち報酬給与額となる

ものは次に掲げるものであること。（法７２の１５①Ⅱ、令２０の２の４①） ものは次に掲げるものであること。（法７２の１５①Ⅱ、令２０の２の４①）

（１）～（５） 略 （１）～（５） 略

（６） 厚生年金基金（公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金 （６） 厚生年金保険法の規定により厚生年金基金の事業主として負担する掛金等

保険法等の一部を改正する法律（以下「平成２５年厚生年金等改正法」という。 （いわゆる厚生年金代行部分を除く。）

）附則第３条第１２号に規定する厚生年金基金をいう。）の事業主として負担す

る平成２６年４月１日前の期間に係る掛金等（いわゆる厚生年金代行部分を除く

。以下（６）において同じ。）及び存続厚生年金基金（平成２５年厚生年金等改

正法附則第３条第１１号に規定する存続厚生年金基金をいう。）の事業主として
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負担する掛金等

４の２の１５ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する ４の２の１５ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備

法律 （昭和６０年法律第８８号）第２６条第１項又は船員職業安定法（ 等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２６条第１項又は船員職業安定法（

昭和２３年法律第１３０号）第６６条第１項に規定する労働者派遣契約又は船員派 昭和２３年法律第１３０号）第６６条第１項に規定する労働者派遣契約又は船員派

遣契約に基づき労働者派遣又は船員派遣を受けた法人は、派遣契約料の７５％に相 遣契約に基づき労働者派遣又は船員派遣を受けた法人は、派遣契約料の７５％に相

当する金額が報酬給与額となり、労働者派遣又は船員派遣をした法人は、派遣契約 当する金額が報酬給与額となり、労働者派遣又は船員派遣をした法人は、派遣契約

料の７５％（派遣労働者又は派遣船員（以下４の２の１５及び４の６の９において 料の７５％（派遣労働者又は派遣船員（以下４の２の１５及び４の６の９において

「派遣労働者等」という。）に支払う給与等の額を限度とする。）に相当する金額 「派遣労働者等」という。）に支払う給与等の額を限度とする。）に相当する金額

が報酬給与額に含まれないものであるが、その取扱いに当たっては、次の諸点に留 が報酬給与額に含まれないものであるが、その取扱いに当たっては、次の諸点に留

意すること。（法７２の１５②） 意すること。（法７２の１５②）

(１)及び（２） 略 （１）及び（２） 略

３ 純支払利子の算定 ３ 純支払利子の算定

４の３の１ 法第７２条の１６第２項に規定する支払利子には、主として次に掲げる ４の３の１ 法第７２条の１６第２項に規定する支払利子には、主として次に掲げる

ものが該当することに留意すること。（法７２の１６②、令２０の２の７） ものが該当することに留意すること。（法７２の１６②、令２０の２の７）

（１）～（12） 略 （１）～（12） 略

（13） 内部取引において、（１）～（12）に掲げるものに相当するもの

４の３の２ 法第７２条の１６第３項に規定する受取利子には、主として次に掲げる ４の３の２ 法第７２条の１６第３項に規定する受取利子には、主として次に掲げる

ものが該当することに留意すること。（法７２の１６③、令２０の２の８） ものが該当することに留意すること。（法７２の１６③、令２０の２の８）

（１）～（15） 略 （１）～（15） 略

（16） 内部取引において、（１）～（15）に掲げるものに相当するもの

４ 純支払賃借料の算定 ４ 純支払賃借料の算定

４の４の３ 土地又は家屋の賃借権等（土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権 ４の４の３ 土地又は家屋の賃借権等（土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権

利をいう。４の４の３から４の４の９までにおいて同じ。）の対価の額は、当該土 利をいう。４の４の３から４の４の８までにおいて同じ。）の対価の額は、当該土

地又は家屋を使用又は収益できる期間が連続して１月以上であるものに限り、支払 地又は家屋を使用又は収益できる期間が連続して１月以上であるものに限り、支払

賃借料及び受取賃借料となるものであること。 賃借料及び受取賃借料となるものであること。
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なお、使用又は収益できる期間の判定は、契約等において定められた期間による なお、使用又は収益できる期間の判定は、契約等において定められた期間による

ものとするが、当該期間が連続して１月に満たない場合であっても、実質的に当該 ものとするが、当該期間が連続して１月に満たない場合であっても、実質的に当該

使用又は収益することのできる期間が連続して１月以上となっていると認められる 使用又は収益することのできる期間が連続して１月以上となっていると認められる

場合には、支払賃借料又は受取賃借料となるものであること。（法７２の１７②・ 場合には、支払賃借料又は受取賃借料となるものであること。（法７２の１７②・

③） ③）

４の４の８ 内部取引において賃借権等の対価として支払う金額に該当することとな

る額及び賃借権等の対価として支払を受ける金額に該当することとなる額について

は、それぞれ支払賃借料及び受取賃借料に該当するものであることに留意すること

。（令２０の２の１１、２０の２の１２）

４の４の９ 支払賃借料及び受取賃借料の取扱いに当たっては、４の４の１から４の ４の４の８ 支払賃借料及び受取賃借料の取扱いに当たっては、４の４の１から４の

４の８までに掲げるもののほか、次の諸点に留意すること。（法７２の１７②・③ ４の７までに掲げるもののほか、次の諸点に留意すること。（法７２の１７②・③

） ）

（１）～（８） 略 （１）～（８） 略

５ 単年度損益の算定 ５ 単年度損益の算定

４の５の１ 各事業年度の単年度損益の算定については、法令に特別の定めがある場 ４の５の１ 各事業年度の単年度損益の算定については、法令に特別の定めがある場

合を除くほか、次に掲げる法人の区分に応じ、次に掲げる方法によるものとする。 合を除くほか、法人税の課税標準である所得の計算の例又は法人税の課税標準であ

（１） 連結申告法人以外の内国法人 法人税の課税標準である所得の計算の例に る連結所得に係る個別所得金額の計算の例によること。

よる。 なお、単年度損益の算定に当たっては、所得割の課税標準の算定と異なり、法人

（２） 連結申告法人 法人税の課税標準である連結所得に係る個別所得金額の計 税法第５７条、第５７条の２、第５８条、第８１条の９及び第８１条の１０並びに

算の例による。 租税特別措置法第５５条（同条第１項及び第９項に規定する特定株式等で法人税法

（３） 外国法人 法人税の課税標準である恒久的施設帰属所得に係る所得の計算 施行令に定めるものに係る部分を除く。）、第５９条の２、第６６条の５の３（第

の例により算定した当該恒久的施設帰属所得に係る所得の金額又は損金の額及び ２項に係る部分を除く。）、第６８条の４３（同条第１項及び第８項に規定する特

法人税の課税標準である恒久的施設非帰属所得に係る所得の計算の例により算定 定株式等で法人税法施行令に定めるものに係る部分を除く。）、第６８条の６２の

した当該恒久的施設非帰属所得に係る所得の金額又は損金の額の合算額とする。 ２及び第６８条の８９の３（第２項に係る部分を除く。）の規定の例によらないこ

とに留意すること。（法７２の１８）

４の５の２ 単年度損益の算定に当たっては、所得割の課税標準の算定と異なり、法
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人税法第５７条、第５７条の２、第５８条、第８１条の９及び第８１条の１０並び

に租税特別措置法第５５条（同条第１項及び第９項に規定する特定株式等で法人税

法施行令に定めるものに係る部分を除く。）、第５９条の２、第６６条の５の３（

第２項に係る部分を除く。）、第６８条の４３（同条第１項及び第８項に規定する

特定株式等で法人税法施行令に定めるものに係る部分を除く。）、第６８条の６２

の２及び第６８条の８９の３（第２項に係る部分を除く。）の規定の例によらない

ことに留意すること。（法７２の１８）

４の５の３ 令第２０条の２の１３の規定により読み替えて適用される法人税法第５ ４の５の２ 令第２０条の２の１１の規定により読み替えて適用される法人税法第５

９条の規定による会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に ９条の規定による会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に

ついては、次の諸点に留意すること。（法７２の１８、令２０の２の１３） ついては、次の諸点に留意すること。（法７２の１８、令２０の２の１１）

（１）～（３） 略 （１）～（３） 略

４の５の４ 略 ４の５の３ 略

６ 資本金等の額の算定 ６ 資本金等の額の算定

４の６の１ 法第７２条の１２第１号ロの各事業年度の資本金等の額とは、各事業年 ４の６の１ 法第７２条の１２第１号ロの各事業年度の資本金等の額とは、各事業年

度終了の日における法人税法第２条第１６号に規定する資本金等の額又は同条第１ 度終了の日における法人税法第２条第１６号に規定する資本金等の額又は同条第１

７号の２に規定する連結個別資本金等の額によるものであり、これらの具体的な算 ７号の２に規定する連結個別資本金等の額によるものであり、これらの具体的な算

定については、法人税の例によるものであるが、会社法に規定する剰余金を同法の 定については、法人税の例によるものであるが、会社法に規定する剰余金を同法の

規定により資本金とした場合又は同法に規定する資本金を同法の規定により損失の 規定により資本金とした場合又は同法に規定する資本金を同法の規定により損失の

てん補に充てた場合などについてはこの限りではないこと。また、外国法人の各事 てん補に充てた場合などについてはこの限りではないこと。

業年度の資本金等の額については、法人税法第１４２条の４第１項に規定する外国

法人の各事業年度の恒久的施設に係る自己資本の額とは異なることに留意すること

。なお、外国法人の各事業年度の資本金等の額については、当該事業年度終了の日 また、外国法人の各事業年度の資本金等の額については、当該事業年度終了の日

の電信売買相場の仲値により換算した円換算額によるものであり 、電信 の電信売買相場の仲値により換算した円換算額によるものであること。なお、電信

売買相場の仲値は、原則として、その法人の主たる取引金融機関のものによること 売買相場の仲値は、原則として、その法人の主たる取引金融機関のものによること

とするが、その法人が、同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使 とするが、その法人が、同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使
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用している場合には、これによることを認めるものであること。（法７２の２１① 用している場合には、これによることを認めるものであること。（法７２の２１①

） ）

４の６の３ 内国法人の資本金等の額の算定については、次に掲げる順序により行う ４の６の３ 内国法人の資本金等の額の算定については、次に掲げる順序により行う

こと。 こと。

（１） 収入金額課税事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（令２０の２の２ （１） 収入金額課税事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（令２０の２の２

５①） ３①）

（２） 一定の要件を満たす持株会社の資本金等の額の算定（法７２の２１⑤、令 （２） 一定の要件を満たす持株会社の資本金等の額の算定（法７２の２１⑤、令

２０の２の２１・２０の２の２２） ２０の２の１９・２０の２の２０）

（３） 外国の事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（法７２の２２①、令２ （３） 外国の事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（法７２の２２①、令２

０の２の２３） ０の２の２１）

（４） 非課税事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（令２０の２の２５②） （４） 非課税事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（令２０の２の２３②）

（５） 略 （５） 略

４の６の４ 外国法人の資本金等の額の算定については、次に掲げる順序により行う ４の６の４ 外国法人の資本金等の額の算定については、次に掲げる順序により行う

こと。 こと。

（１） 外国の事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（法７２の２２②、令２ （１） 外国の事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（法７２の２２②、令２

０の２の２４） ０の２の２２）

（２） 収入金額課税事業又は非課税事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（ （２） 収入金額課税事業又は非課税事業以外の事業に係る資本金等の額の算定（

令２０の２の２５③） 令２０の２の２３③）

（３） 略 （３） 略

４の６の９ 内国法人について、当該内国法人の特定子会社に対する貸付金がある場 ４の６の９ 内国法人について、当該内国法人の特定子会社に対する貸付金がある場

合又は当該特定子会社の発行する社債を保有している場合には、当該内国法人が当 合又は当該特定子会社の発行する社債を保有している場合には、当該内国法人が当

該特定子会社の株式等を直接保有しているか否かにかかわらず、当該貸付金等は当 該特定子会社の株式等を直接保有しているか否かにかかわらず、当該貸付金等は当

該内国法人の総資産の帳簿価額には含まれないものであること。（令２０の２の２ 該内国法人の総資産の帳簿価額には含まれないものであること。（令２０の２の１

１Ⅴ） ９Ⅴ）

なお、内国法人が特定子会社に対し、外国政府等を通じて間接に金銭の貸付けを なお、内国法人が特定子会社に対し、外国政府等を通じて間接に金銭の貸付けを

行っている場合において、当該外国政府等が当該内国法人から貸し付けられた金銭 行っている場合において、当該外国政府等が当該内国法人から貸し付けられた金銭
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の額と同額の貸付けを当該特定子会社に対して行うことが契約等において明示され の額と同額の貸付けを当該特定子会社に対して行うことが契約等において明示され

ている場合には、当該貸付金は当該内国法人の総資産の帳簿価額には含めないもの ている場合には、当該貸付金は当該内国法人の総資産の帳簿価額には含めないもの

とすること。 とすること。

４の６の１０ 非課税事業又は収入金額課税事業とこれらの事業以外の事業（法第７ ４の６の１０ 非課税事業又は収入金額課税事業とこれらの事業以外の事業（法第７

２条の２第１項第１号に掲げる事業に限る。以下この章において「所得等課税事業 ２条の２第１項第１号に掲げる事業に限る。以下この章において「所得等課税事業

」という。）とを併せて行う法人の資本金等の額のあん分の基準となる従業者数に 」という。）とを併せて行う法人の資本金等の額のあん分の基準となる従業者数に

ついては、以下の取扱いによるものであること。（令２０の２の２５） ついては、以下の取扱いによるものであること。（令２０の２の２３）

（１）～（５） 略 （１）～（５） 略

７ 所得の算定 ７ 所得の算定

４の７の２ 各事業年度の所得の算定については、法令に特別の定めがある場合を除 ４の７の２ 各事業年度の所得の算定については、法令に特別の定めがある場合を除

くほか、次に掲げる法人の区分に応じ、次に掲げる方法によるものとする。 くほか、法人税の課税標準である所得の計算の例又は法人税の課税標準である連結

（１） 連結申告法人以外の内国法人 法人税の課税標準である所得の計算の例に 所得に係る個別所得金額の計算の例によること。なお、法人税法の規定による青色

よる。 申告書を提出する法人の所得の算定も法人税の所得の計算の例によるものであるか

（２） 連結申告法人 法人税の課税標準である連結所得に係る個別所得金額の計 ら青色申告書の提出が取り消された場合において、これに基づいて国の税務官署の

算の例による。 更正又は決定が行われるときは、これを基準としてその所得を更正又は決定するも

（３） 外国法人 法人税の課税標準である恒久的施設帰属所得に係る所得の計算 のであること。（法７２の２３①）

の例により算定した当該恒久的施設帰属所得に係る所得の金額及び法人税の課税

標準である恒久的施設非帰属所得に係る所得の計算の例により算定した当該恒久

的施設非帰属所得に係る所得の金額の合算額とする。

４の７の３ 法人税法の規定による青色申告書を提出する法人の所得の算定も法人税 ４の７の３ 法第７２条の４１の規定によって道府県知事が自主決定をする法人の所

の所得の計算の例によるものであるから青色申告書の提出が取り消された場合にお 得の具体的算定についても、おおむね、国の税務官署の取扱いに準ずるものである

いて、これに基づいて国の税務官署の更正又は決定が行われるときは、これを基準 こと。（法７２の２３①）

としてその所得を更正又は決定するものであること。

また、法第７２条の４１の規定によって道府県知事が自主決定をする法人の所得

の具体的算定についても、おおむね、国の税務官署の取扱いに準ずるものであるこ

と。（法７２の２３①）
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４の７の４ 法人の前９年以内に生じた繰越欠損金額又は繰越個別欠損金額及び法人 ４の７の４ 法人の前９年以内に生じた繰越欠損金額又は繰越個別欠損金額及び法人

の前９年以内に生じた法人税法第５８条に規定する災害による棚卸資産又は固定資 の前９年以内に生じた法人税法第５８条に規定する災害による棚卸資産又は固定資

産の損失の金額に係る繰越欠損金額の取扱いについては、国の税務官署の取扱いに 産の損失の金額に係る繰越欠損金額の取扱いについては、国の税務官署の取扱いに

準ずるものであるが、次の諸点に留意すること。（法７２の２３①・④、令２０の 準ずるものであるが、次の諸点に留意すること。（法７２の２３①・③、令２０の

３・２１） ３・２１）

（１）～（３） 略 （１）～（３） 略

（４） ア又はイに掲げる企業組織再編成が行われた場合における繰越欠損金額又 （４） ア又はイに掲げる企業組織再編成が行われた場合における繰越欠損金額又

は繰越個別欠損金額の取扱いについても、４の７の４（２）及び（３）に留意す は繰越個別欠損金額の取扱いについても、４の７の４（２）及び（３）に留意す

るものであること。（法７２の２３①・④、令２０の３・２１②） るものであること。（法７２の２３①・③、令２０の３・２１②）

ア及びイ 略 ア及びイ 略

４の７の５ 法第７２条の２３第２項及び第３項 の規定による医療法人又は ４の７の５ 法第７２条の２３第１項ただし書及び第２項の規定による医療法人又は

医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会（特定農業協同組合連合会を除く。 医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会（特定農業協同組合連合会を除く。

）の所得の算定については、次の諸点に留意すること。（法７２の２３②・③） ）の所得の算定については、次の諸点に留意すること。（法７２の２３①・②）

（１）～（16） 略 （１）～（16） 略

１０ 外国において事業を行う内国法人の課税標準の算定 １０ 外国において事業を行う内国法人の課税標準の算定

４の１０ 内国法人が外国に恒久的施設に相当するものを有する場合には、当該内国 ４の１０ 内国法人が外国に恒久的施設 を有する場合には、当該内国

法人の事業の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額の総額から外国の事業 法人の事業の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額の総額から外国の事業

に帰属する付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を控除して得た額が当該 に帰属する付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を控除して得た額が当該

内国法人の付加価値割、資本割、所得割又は収入割の課税標準となるものであるが 内国法人の付加価値割、資本割、所得割又は収入割の課税標準となるものであるが

、その取扱いの細部については別途「事業税における国外所得等の取扱いについて 、その取扱いの細部については別途「事業税における国外所得等の取扱いについて

」（平成１６年４月１日総税都第１６号）により通知するところによるものである 」（平成１６年４月１日総税都第１６号）により通知するところによるものである

こと。（法７２の１９・７２の２２・７２の２４・７２の２４の３） こと。（法７２の１９・７２の２２・７２の２４・７２の２４の３）

なお、従業者数あん分により控除すべき外国の事業に帰属する付加価値額、資本 なお、従業者数あん分により控除すべき外国の事業に帰属する付加価値額、資本

金等の額、所得又は収入金額を算定する場合のあん分の基準となる従業者数につい 金等の額、所得又は収入金額を算定する場合のあん分の基準となる従業者数につい

ては、４の６の１０の取扱いに準じるものであること。（令２０の２の１９・２０ ては、４の６の１０の取扱いに準じるものであること。（令２０の２の１７・２０

の２の２３・２０の２の２４・２１の７・２３） の２の２１・２０の２の２２・２１の７・２３）
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第６ 申告納付並びに更正及び決定 第６ 申告納付並びに更正及び決定

６の９ 法人税法第７１条第１項ただし書若しくは第１４４条の３第１項ただし書の ６の９ 法人税法第７１条第１項ただし書 の

規定により法人税の中間申告書の提出を要しない法人は、外形対象法人及び収入割 規定により法人税の中間申告書の提出を要しない法人は、外形対象法人及び収入割

を申告納付すべき法人（以下この章において「収入金額課税法人」という。）を除 を申告納付すべき法人（以下この章において「収入金額課税法人」という。）を除

き、事業税においても中間申告書の提出を要しないものであること。この結果、当 き、事業税においても中間申告書の提出を要しないものであること。この結果、当

該法人税の中間申告書の提出を要しない法人は、外形対象法人及び収入金額課税法 該法人税の中間申告書の提出を要しない法人は、外形対象法人及び収入金額課税法

人を除き、住民税及び事業税のいずれについても中間申告書の提出を要しないこと 人を除き、住民税及び事業税のいずれについても中間申告書の提出を要しないこと

となるものであること。（法７２の２６⑦・⑧） となるものであること。（法７２の２６⑦・⑧）

第３節 個人の事業税 第３節 個人の事業税

第１０ 課税標準の算定 第１０ 課税標準の算定

１０の１０ 国内に主たる事務所等を有する個人が外国に恒久的施設に相当するもの １０の１０ 国内に主たる事務所等を有する個人が外国に恒久的施設

を有する場合には、当該個人の事業の所得の総額から外国の事業に帰属する所得を を有する場合には、当該個人の事業の所得の総額から外国の事業に帰属する所得を

控除して得た額が当該個人の事業税の課税標準となるものであるが、その取扱いの 控除して得た額が当該個人の事業税の課税標準となるものであるが、その取扱いの

細部については別途「事業税における国外所得等の取扱いについて」（平成１６年 細部については別途「事業税における国外所得等の取扱いについて」（平成１６年

４月１日総税都第１６号）により通知するところによるものであること。（法７２ ４月１日総税都第１６号）により通知するところによるものであること。（法７２

の４９の１３、令３５の３の９） の４９の１３、令３５の３の９）
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